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人事労務レポート 
 

★★ 今回のテーマ ★★ 

パートタイム労働法の改正 

＜改正内容と実務上の注意点＞ 
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少子高齢化、労働力人口減少社会で、パート労働者が能

力を有効に発揮できる雇用環境を整備するため、パートタ

イム労働法（「短時間労働者の雇用管理の改善等に関す

る法律」）が改正されました。改正法の目玉は、実質的に正

社員と同様のパート労働者に対して、賃金など正社員と平

等な取扱いを会社に義務付けた点にあります。 

今回は、2008 年 4 月より施行されるパートタイム労働法

の改正内容と実務上の注意点をまとめてお伝えします。 
 

【パート労働者とは･･･】 

パートタイム労働法の対象である短時間労働者（パート労働

者）とは、「1 週間の所定労働時間が通常の労働者（正社員）

の所定労働時間と比べて短い労働者」をいいます。 

契約社員、嘱託、準社員、アルバイトなど、呼び方は異なっ

てもこの条件に当てはまる労働者であれば「パート労働者」と

して法律の対象となります。 
 

改正法のポイントは 4 項目あります。 
 

１. 労働条件の文書交付・説明義務 
 

＜義務化された内容＞ 

■労働基準法で義務付けられている明示事項（労働時

間、休憩、賃金等）に加え、昇給、退職手当、賞与の有

無について、文書の交付等で明示すること。 

■雇い入れ後、パート労働者から求められたとき、待遇

の決定に当たって考慮した事項を説明すること。 

 

 

 

 

 

 

＜実務で注意すること＞ 

■雇用契約書の確認 

昇給、退職手当、賞与の有無について明記する。 

■パートタイマー就業規則の作成 

正社員との労働条件の違いを明確にする。 
 

２. 働き・貢献に見合った待遇の確保 
  
＜義務化された内容＞ 

■正社員と同等のパート労働者に対する措置 

パート労働者であることを理由に賃金の決定、教育訓練

の実施、福利厚生施設の利用等について、正社員との差

別的取扱いを禁止すること。 

  

 

 

 

 
 

■上記以外の通常のパート労働者に対する措置 

職務内容、成果、能力、経験等に応じた賃金決定や教育

訓練、福利厚生の利用への配慮を行うよう努めること。 

 

＜実務で注意すること＞ 

■パート労働者の賃金制度、評価制度の整備 

時給を一律に設定するのではなく、各人の職務内容、能

力等に応じ、一定の評価基準のもと段階的に決定する。
 

３. 正社員への転換の推進 
 

＜義務化された内容＞ 

■正社員への転換を推進するための措置を講じること。 

 

 

 

 

 

＜実務で注意すること＞ 

■正社員登用制度の規定化 
 

４. 苦情の申し出への対応 
 

＜義務化された内容＞ 

■パート労働者から苦情の申し出を受けたときは、事業

所内で自主的な解決を図るよう努めること。 
 

＜実務で注意すること＞ 

■労働条件変更に関する取扱い 

  合理的な理由なく、労働条件の不利益変更をしない。 

「時間がないから成果が上がらないのではありません。時間

があるから成果が上がらないのです。」（本田直之著 「ﾚﾊﾞﾚｯ

ｼﾞ･ｼﾝｷﾝｸﾞ」） 最近読んだ本の中でとても印象に残っている

言葉です。早速、この本を参考にｲﾝﾌﾟｯﾄ時間、作業時間、ﾌﾘｰ

ﾀｲﾑ等分け、時間割を作って仕事をしてみました。「この時間

の中でこの仕事をやる」という発想になり、仕事の集中度が増

しますね。残業時間が減らない社員の方におすすめです。

● コラム ● 

― 今月の主な労務・税務の手続き ― 

・社会保険算定基礎届、賞与支払届の提出 

・住民税控除額の変更（7 月給与） 

【説明義務のある事項】 

労働条件、就業規則の作成手続き、待遇の差別的

取扱い、賃金の決定方法、教育訓練、福利厚生施

設、正社員への転換を推進するための措置 

【正社員と同等のパート労働者とは】 

正社員と仕事の内容や責任、人事異動の有無や範囲

が同じで、かつ、契約期間の定めがないパート労働者 

【講じる措置の例】 

・正社員を募集する場合に、その募集内容を既に雇っ

ているパート労働者に周知させる。 

・正社員への転換制度を設ける。 


